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段位登録（初段位から三段位）手続きについて 

 

日頃は全空連事業にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さてこの度、「公認初段～三段申請書の運用について」をまとめましたのでお送りいたしま

す。各団体段位登録ご担当者に周知いただき、適切な事務執行をお願いいたします。 

また、下記３点を厳守していただき、正確かつ円滑な事務執行を重ねてお願いするもので

す。 

 

１． 全空連会員登録状況の確認について 

 段位登録者に全空連会員未登録者または登録期限未更新者が散見されます。各団体

で審査を行う際に、全空連会員登録状況をしっかりと確認いただき、未登録者が受審す

ることのないようにしてください。 

 段位申請書に未登録者が含まれていた場合は、登録が確認できるまで申請者全員の

事務を休止します。結果として免状の発行が遅れることとなりますが、受審者からの苦

情については、申請団体で対応していただくことといたします。 

 

２． 段位受審資格の確認について 

 二段位受審条件は初段取得後１年以上、三段位受審条件は二段取得後１年以上と公

認段位規程に定められています。（公認段位規程第 14 条別表）これにもかかわらず、初

段取得日と二段位受審合格日がわずか数か月の申請が散見されています。 

 事務担当者におかれましては、公認段位規程にしたがって審査会を執行してくださ

いますようお願いいたします。 

 

３． 提出するデータについて 

 提出された電子データに関数などが設定されているケースがあります。この場合、全

空連のシステムですべてエラーとなり処理ができません。提出データに手を加えるこ

との無いようお願いいたします。 


